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令和元年度における人事行政の運営等の状況
大間町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき公表します。
○職員の任免の状況（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）

採用 昇任 降任 転任 出向 派遣 昇給 昇格 降格 定年退職 退職
町 長 部 局 4 0 0 0 0 1 50 2 0 1 2
議 会 部 局 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
教育委員会部局 1 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0
企 業 職 員 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

・職員数
令和元年度条例定数 平成31年４月１日現在 令和２年３月31日現在

町 長 部 局 85人 59人 58人
議 会 部 局 3人 2人 2人
教育委員会部局 20人 13人 12人
企 業 職 員 5人 3人 3人

○職員の給与（平成31年４月１日現在）
給料表 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

町 長 部 局
行政職（一） 17 12 3 14 6 3
医療職（三） 0 0 3 1 0 0
技 能 職 等 0 0 0 0 0 0

議 会 部 局 行政職（一） 0 0 1 0 1 0
教育委員会部局 行政職（一） 4 4 0 3 2 0
企 業 職 員 企業職（一） 1 1 0 4 0 0

○職員の勤務時間その他勤務条件

町 長 部 局
午前８時30分から
午後５時15分まで

議 会 部 局
教育委員会部局
企 業 職 員

・勤務時間（平成31年４月１日現在）

・休暇取得状況（休暇期間は、平成31年１月１日から令和元年12月31日まで）
年次有給休暇消化率 病気休暇取得件数 特別休暇取得件数 介護休暇取得件数 組合休暇取得件数

町 長 部 局 26.7% 50件 73件 0件 0件
議 会 部 局 32.5% 16件 2件 0件 0件
教育委員会部局 43.1% 60件 20件 0件 0件
企 業 職 員 25.0% 1件 4件 0件 0件

○職員の分限及び懲戒処分
・分限処分者数

勤務実績
が良くな
い場合

心身の故
障の場合

職に必要
な適格性
を欠く場
合

職制、定数の
改廃、予算の
減少により廃
職、過員を生
じた場合

刑事事件
に 関 し、
起訴され
た場合

条例で定
める事由
による場
合

町長部局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

議会部局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

教育委員
会 部 局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

企業職員

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

・懲戒処分者数

法令に違反
した場合

職務上の業
務に違反し
又は職務を
怠った場合

全体の奉仕者
たるにふさわ
しくない非行
のあった場合

町長部局

訓告 0 1 0
戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0

議会部局

訓告 0 0 0
戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0

教育委員
会 部 局

訓告 0 0 0
戒告 0 1 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 1 0 0

企業職員

訓告 0 0 0
戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0
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○職員の服務の状況
職務に専念する義務
の特例の承認件数

営利企業等の従事制
限の承認件数

町 長 部 局 76件 0件
議 会 部 局 2件 0件
教育委員会部局 17件 0件
企 業 職 員 6件 0件

○職員の福祉及び利益の保護の状況
・職員健康診断受診状況

採用時健康診断 定期健康診断 人間ドック
検査項目（身体測定、
胸部X線、心電図、尿、
血液、視力、聴力、血圧）

検査項目（身体測定、
胸部X線、心電図、尿、
血液、視力、聴力、血圧）

日帰り 脳

町 長 部 局 4人 39人 15人 3人
議 会 部 局 0人 0人 2人 0人
教育委員会部局 1人 9人 3人 2人
企 業 職 員 0人 3人 0人 0人

○勤務の勤務評定及び研修の状況
・勤務評定の実施状況
町 長 部 局

実施している議 会 部 局
教育委員会部局
企 業 職 員

・各種研修会への参加状況
研修会名 研修内容 期間 参加人数

課 長 研 修 組織マネジメントやマスメディア対応について Ｒ１.７.16～17 1名

管 理 者 入 門 研 修 マネジメント実践や職場のカウセリングについて Ｒ１.６.３～４
Ｒ１.７.８～９ 2名

主 査 研 修 施策立案の基本等について Ｒ１.６.26～28 1名

主 事 ・ 技 師 研 修 公務員倫理や政策立案の基礎等について Ｒ１.７.３～５
Ｒ１.８.28～30 3名

新 採 用 者 前 期 研 修 公務員としての職務遂行に必要な基礎知識等について

Ｈ31.４.８～12
Ｈ31.４.15～19
Ｈ31.４.22～26
Ｒ１.５.20～24
Ｒ１.５.27～31

5名

新 採 用 者 後 期 研 修 半年間の振り返り、基礎的な知識の更なる習得、社会福祉
施設等においての体験学習

Ｒ１.10.15～18
Ｒ１.10.29～11/１
Ｒ１.11.12～15
Ｒ１.11/19～22

5名

政 策 法 務 研 修 地方自治の状況や自治体政策と条例等について Ｒ１.７/11～12 1名

情 報 共 有 力 向 上 職場のコミュニケーションをより円滑にするヒントを習得
する Ｒ１.７.11 3名

あおもり未来創造塾 市町村と県の将来を担う若手職員の育成 Ｒ１.７.22 1名

青森県人事委員会からの状況報告
○勤務条件に関する措置の要求の状況
令和元年度においては、新たな措置要求はなく、また、係属事案もなかった。
○不利益処分に関する不服申立ての状況
令和元年度においては、新たに受け付けた１件が係属し、令和２年度に繰り越された。



4

★まちのできごと★

大間町は、郵便局ネットワークを通じて、地域の活性化及び住
民サービスの向上等に資することを目的に日本郵便株式会社（大
間郵便局）と包括的連携協定を締結しました。大間郵便局とは、
これまでも災害時の相互協力や、高齢者や子ども等の見守り活動
について協定していましたが、今回、さらに範囲を広げて包括的
協力体制を整えていくため、日本郵便株式会社（大間郵便局）か
らの提案で締結に至りました。
包括的連携協定の主な内容は、・安心、安全な暮らしの実現に関
すること・地域活性化に関すること・未来を担う子どもの育成に
関すること・女性の活躍推進に関すること・地方創生に関するこ
とや生活環境等の情報提供に関することなどとなっています。



令和２年７月16日逝去されました故大間町議会議
員 千代谷 誠氏に叙勲が発令され、令和２年９月
９日、大間町長より御遺族への伝達がなされました。
千代谷氏は、平成15年４月に大間町議会議員に初
当選以来、５期目の現職議員を務めておりました。
多年にわたり地域住民の生活の安定や地域社会の発
展に大きく貢献し、地方自治の伸展に尽くした功績
が認められ、今回の受章となりました。

   

８月29日(土)大間保育園でうんどうかいが行わ
れました。今年一番とも言われた暑さの中、子ど
もたちが汗をたくさんかきながら、かけっこや和
太鼓の演奏など元気いっぱいに披露しました。
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毎年10月第一日曜日に実施しています大間町防災訓練は、全国的な新型コロナウイルス感染拡大防止
を踏まえ町民の皆さまの安全を考慮して今年度は、中止することといたします。
なお、防災啓発として例年防災訓練時に配布しています津波避難等に関する防災情報を周知いたしま
すので詳細については折込みチラシをご覧ください。合わせて、防災訓練で活用することとしておりま
したマスクを僅かですがお手元にお届けさせて頂きますので予防対策にご活用ください。

「町民の皆さまには日頃から防災意識を高め災害に備えましょう！」

⬘ 総務課 ☎３７－２１１１

平成30年９月より運用を開始している、防災行政無線（デジタル）の戸別受信機について製造から２年
が経過し無償保証期間が令和２年11月30日をもって終了となります。
よって12月１日以降の戸別受信機の不具合等の修理については、大間町防災行政用無線貸与要綱の規
程により有償個対応となりますのでご了承くださるようお願いします。なお、今現在、戸別受信
機が不調である場合は早めに点検（修理）くださるようお願いします。

⬘ 総務課 ☎３７－２１１１

町内の経済対策【第２弾】として８月に発行しております、２回目の「地域振興商品券」の使用期限は
以下のとおりとなっております。お早目にご利用下さるようお知らせいたします。

利用期限 令和２年１０月３１日(土)まで
※ご利用に関しての注意事項は次のとおりです。

〇商品券の利用対象とならないもの
・不動産や金融商品（土地や家屋の購入、保険、株式、金融機関への預入れなど）
・出資や債務の支払い（振込代金、振込手数料、公共料金等）
・有価証券、商品券、ビール券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものの購入
・現金との換金、商品券の交換及び売買
・特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
※地域振興商品券に限り、たばこの購入は可能です。

〇商品券の取扱いについて
・商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。
・商品券と現金の交換は禁止しています。
・商品券額面以下の利用に対して現金でのお釣りはありません。
・不足分については現金による利用が可能です。
・商品券の盗難、紛失についての対応は出来ませんので充分にご注意下さい。

〇商品券が利用可能な店舗について
商品券取扱店となっている店舗には、「取扱店登録証明書」を掲示することとなっておりますので、表
示を確認のうえご利用下さい。

⬘ 大間町産業振興課 ☎３７－２５３７（直通）
大間町商工会 ☎３７－２２３３
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令和２年秋の火災予防運動が始まります!!
令和２年10月19日から25日までの７日間、統一標語「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」のもと、
県下一斉に秋の火災予防運動が実施されます。
住民の皆様におかれましても次に掲げる「住宅防火 命を守る７つのポイント ３つの習慣 ４つの
対策」を重点目標として、火災予防にご理解とご協力をお願い致します。
３習慣
・寝ばは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
４対策
・逃げ遅れを防ぐために、宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、宅用消火器等を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所協体制をつくる。

住宅用火災警報器の維持管理していますか??
住宅用火災警報器の設置が義務化されてから、長年が経過し現在設置されている警報器の電池切れや
誤作動などが懸念されます。
いざというときに住宅用火災警報器が作動するよう定期的な作動確認と清掃をお願いします。（住宅
用火災警報器の電池の寿命の目安は約10年です。電池切れ等の際に音や光で知らせる機能が付いていま
す。また、電池交換しても住宅用火災警報器本体が劣化しているおそれがありますので本体ごとの交換
をおすすめします。）
火災による死亡原因の半数以上が就寝中の逃げ遅れによるものです。このため火災の発生をいち早く
知らせてくれる住宅用火災警報器の設置が重要です。
下北管内では、火災予防条例により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられており
ますが、大間町の住宅用火災警報器設置率は76.5％（令和元年11月現在）と、全国設置率82.6％（令和２
年７月１日時点）を下回っています。住宅用火災警報器は、火災の煙や熱を感知し音声や警報音で知ら
せてくれるので火災の早期発見に大変有効です。
設置する場所は寝室となっており、２階寝室が場階段上部にも設置します。また、設置義
務はありませんが台所に設置することも推奨されています。（台所は熱式）
⬘ 大間消防署 予防係 ☎３７－３１０７

交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、令和元年の事故発生件数は約38万件、死傷者
数は約46万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となってい
ます。
交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすもの
です。
自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク１台ごとに加入が義務づけられており、加害者の賠償責
任を担保することで、加害者の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者の救済を目的としています。
一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理
解・認識することがとても大切です。
賠保険・共済未加入運行法令違反！
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法
に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられており、自賠責保険・共済なしで
運行することは法令違反ですのでご注意下さい！
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はじめに…財政健全化法の規定により、大間町の令和元年度決算に基づき、５つの指標「健全化判断比率
及び資金不足比率」を算定し、財政（経営）の健全度をチェックするものです。
この指標が財政（経営）状況の悪化に伴い、「早期（経営）健全化基準」（イエローカード）を
超えると「早期（経営）健全化団体」となり、議会の議決を経て「財政（経営）健全化計画」を
策定し、財政（経営）の早期健全化に取り組むこととなります。また、財政状況のさらなる悪化
により、「財政再生基準」（レッドカード）を超えると「財政再生団体」となり、国や県の強力な
関与の下で確実な財政再建を実行するため、議会の議決を経て「財政再生計画」を策定し、財政
の再生に取り組むこととなります。
以下、「健全化判断比率等」の概要を示しながら、大間町の指標をお知らせします。

【①～④健全化判断比率】とは、
その団体の財政の健全度を公営企業会計や一部事務組合、第３セクター等を含めて示すものです。そ
の比率は４つ（①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実質公債費比率 ④将来負担比率）の指標で
示されます。…「早期健全化基準」「財政再生基準」が定められています。
【⑤資金不足比率】とは、
水道事業，下水道事業などの公営企業ごとに、資金不足額（赤字の額）がどの程度あるかを示すもので
す。…「経営健全化基準」が定められています。

①質赤字比率～一般会計の健全（深刻）度を示すもの
福祉、教育、まちづくりなど、どの団体でも普遍的に行う事業をまとめた「一般会計」の赤字の程度
を指標化し、財政運営の深刻度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 １５．０％」「財政再生基準 ２０．０％」
＊黒字の場合は、負の値で表示。
②連結質赤字比率～その団体全体の健全（深刻）度を示すもの
全ての会計の赤字や黒字を連結（合算）し、大間町全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の
深刻度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ２０．０％」「財政再生基準 ３０．０％」
＊黒字の場合は、負の値で表示。
③質公債費比率～その団体全体の借入金返済の度合いを示すもの
借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ２５．０％」「財政再生基準 ３５．０％」
④将来負担比率～その団体全体で将来負担すべき総額の割合を示すもの
その団体全体の地方債の返済や将来支払う可能性のある負担等の、現時点での残高の程度を指標化
し、将来の財政を圧迫する可能性を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ３５０．０％」
⑤資金不足比率～公営企業会計ごとの健全（深刻）度を示すもの
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況
の深刻度を示します。

＊指標基準…「経営健全化基準 ２０．０％」
おわりに…大間町の財政の健全度は、指標基準を下回っていますので、おおむね良好と判断できます。

しかし、今後も社会情勢や経済状況等は、めまぐるしく変化するものと推測されることから、財
政運営については、常に指標の要因分析を実施し更なる健全化に努めるものとします。

令和元年度大間町の実質赤字比率 △４．１％

令和元年度大間町の連結実質赤字比率 △１２．９％

令和元年度大間町水道事業会計の資金不足比率 ０．０％
令和元年度大間町下水道事業特別会計の資金不足比率 ０．０％

令和元年度大間町の将来負担比率 ３９．８％

令和元年度大間町の実質公債費比率 １５．７％

５つの指標
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にに
大間病院の平野です。今日は睡眠についてお話させていただきます。何時間睡眠を取ればいいのかという
のはさまざまな議論がありますが、一般的に理想の睡眠時間は７時間と言われています。これはアメリカの
研究結果から、７時間睡眠をとっていた人の死亡率が一番低かったことが根拠になっています。ところが７
時間寝ているのに、朝起きたとき目覚めが悪い、日中も眠気が続く。そういう訴えのある方も多いのではない
かと思います。
考えられる病気の一つに睡眠時無呼吸症候群というものがあります。これは肥満や骨格などが原因で、睡
眠中に息の通り道が狭くなってしまい「いびき」をかき最終的に呼吸が一時的に止まってしまう病気のことを
いいます。睡眠不足に陥るだけならまだいいのですが、この病気の怖いところは、高血圧、不整脈、動脈硬化
を引き起こし、脳卒中や心筋梗塞などの命に関わる病気の原因になる可能性があることです。
睡眠不足を感じたときに、夜間呼吸停止していないか知るためには、家族に指摘してもらう方法だけでなく、
スマートフォンのアプリなどを利用する方法があります。もし睡眠中にいびきが止まることを家族やアプリ
に指摘されたらぜひ病院に一度ご相談ください。検査キットの貸し出しを行っていますので、さらに詳しく
調べることが可能です。もちろんアプリが手に入らない方でも、最初から病院で検査をすることも可能です。
実際に睡眠時無呼吸症候群と診断されたらどうしたらいいのでしょうか？健診などで肥満を指摘されてい
る場合は、痩せることが一番の改善方法になります。他には、横を向いて寝る、寝る前にお酒を飲んでいる場
合はお酒をやめてみるなどの方法があります。それでも改善しない場合は、「CPAP療法」と呼ばれる鼻マス
クを装着してそのマスクから空気を送り込む治療法があります。これも大間病院で治療を開始することがで
きます。
もし睡眠不足で悩んでいる方がいたらぜひ一度外来でご相談ください。大きな病気に繋がる前に、一度しっ
かり検査をして良質な睡眠を手に入れましょう。

No .２７２
今月の担当医

院長 平野 貴大病院だより

けのにけのに
カモシカ特徴
カモシカは、国の特別天然記念物に指定されており、保護の対象となっています。
全体的に白～灰色または灰褐色のフワフワした体毛をまとい、オス・メスともに15センチくらいの一対の角を
持つのが特徴です。
好奇心旺盛な動物で、遭遇した時はこちらをじっと見つめることもありますが、おとなしい性格なので、カ
モシカの方から人に危害を与えるようなことはありません。ただし、野生動物のため、自分が追い詰められた
と感じてパニックになってしまうと、向かってくる可能性もありますので、目撃や遭遇した場合は、必要以上
に近づかず、他の場所に移動するまで見守ってください。

カモシカ対応
（）カモシカ見け場
① 他の場所に移動するまで、そっとしておいてください。
② 必要以上に近づかず、通り道を確保してあげてください。
③ 犬に吠えられると興奮するので近づけないでください。

（２）ケガ病気動け場
① 動かさず、教育委員会へ連絡してください。
② 個人で保護しないでください。

（３）死亡場
① 教育委員会へ連絡してください。
② 死体は動かさないでください。

（４）幼獣場
① 親が近くにいることがあるので近づかないでください。
② １度保護をすると野生復帰が困難になるので個人で保護をしないでください。
③ 個人的な飼育は、法律上行うことはできません。

⬘ 大間町教育委員会 ☎３７－２１０３
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１．主 催 大間町立公民館
２．主 管 大間町民文化祭実行委員会
３．後 援 大間町・大間町教育委員会・大間町文化協会・り総合文化センター「ウイング」
４．会 場 大間町立公民館
５．期 日 令和２年10月31日(土)～11月１日(日) 午前10時～午後３時まで（開館時間）
６．テ ー マ 「みんなで楽しもう豊かな文化」
７．内 容 ①絵画（洋画、日本画、版画…100号以内） ②書道（半折以内） ③写真

④文芸 ⑤手工芸 ⑥生け花 ⑦文化財 ⑧山野草 ⑨コレクション ⑩その他
※今年度茶道はありません。

８．出品資格 大間町に在住、又は町内文化団体に所属する者。
９．作品規定 作品は、種類別に１人３点程度とする。

※３点を超える場合は、事務局と協議する。
【絵 画】 ①１点ごとに額縁にいれる。

②額縁の裏面にヒモをつける。
【書 道】 ①作品は自由とする。
【写 真】 ①キャビネ以上とする。

②パネル張り、又は額縁にいれ、裏面にヒモをつける。
【文 芸】 ①作品は自由とする
【手工芸】 ①作品は自由とする

10．出 品 料 無 料
11．搬入搬出 令和２年10月26日(月)を締め切りとし、公民館へ搬入。

搬出は11月１日(日)午後３時以降とする。
12．そ の 他 出品者全員に記念品を贈呈します。（１人１点のみ）

No . 389



 

～児童生徒をみんなで見守りましょう～
１０月２２日(木) 午前７：１０～７：４０
＜大間地区＞・大間小学校前交差点・町営住宅前交差点・大間保育園前交差点
＜奥戸地区＞・奥戸小学校前

令和年度に令和年度に

のにのに
11月７日(土)に予定されていた「第42回大間町音楽祭」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
子ども達や御来場される皆様の安全面を考慮した結果、今年度は開催を中止することといたしました。
開催を楽しみにされていた皆様には申し訳ございませんが、御理解のほどよろしくお願いいたします。

文化に興味のある方、今まで出品したことのない方、お気軽にご参加ください。
たくさんのご参加、お待ちしております。
なお、新型コロナウイルス感染症の状況により中止の場合があります。

※申込用紙は、大間町教育委員会（大間町役場２階）、関係団体にありますので出品される方は、申込用
紙に記入し、作品と一緒に提出して頂きますようお願いいたします。
※ご来場の際は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用と入口で手指のアルコール消毒
をお願いします。
⬘ 大間町教育委員会 ☎３７－２１０３
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  中 学 校

今年度の生徒会テーマ「革明」には２つの意味を掛け合わせたものです。
１つは「より上のレベルを目指し革命を起こす」もう１つは、「明るく
前向きに進んでいく」です。
これまで以上に生徒会テーマを意識して全校生徒が生徒会活動に取り
組むことができるように，各行事のスローガンとして「革明」を使っていきたいと考えています。
本校では、身の回りの問題を発見し、改善策を考え、解決を図る活動を通して、生徒たちの「自主性や協力
性」を養うことができると考えています。

ここ大間中学校にもコロナ禍の影響は多大にある。学校は前年
度のうちに、各種法令の下、生徒の実態や地域の実情に応じて教育
計画を作り上げる。しかし、今年は、前年度作り上げた計画がその
ままの形で進められない。生徒の安全と安心を守ることが計画を
進めていくときの最重要課題であることはいうまでもない。それ
と同様に、中学生の今だから習得したり、深めたりすることのでき
る体験や経験の機会も極力失わせたくない。
校長は教職員や全校生徒の前で言った「今までに経験したこと
のない課題が立ちはだかっている。そのため、日本国中のリーダー
が悩んでいる。人のせいにしている人たちもいるがそれは間違っ
ている。悪いのはコロナである。そのような状況の中だからこそ、
私たちは何が正しいかをしっかりと捉え、そのために何ができる
のかを考えて行動することが必要だ。今年のキーワードはポジ
ティブ＆フレキシブルだ。コロナを逆手にとって、より成長でき
る機会としよう。」
43名の新入生を迎え、全校生徒113名で令和２年度の大間中学校
がスタートした。マスクを着用し、互いの距離をとるなどの対策
をしながらも、生徒会事務局を中心に２・３年生による心温まる新
入生歓迎会ができた。体育祭も多くの制限の中で、３年生がリー
ダーシップを発揮し、縦割りをまとめ、素晴らしい体育祭をつくり
あげた。そして、県大会および東北、全国大会も中止となる中で、
一ヶ月遅れで開催された下北地方中学校夏季大会。柔道部は競技
の特性上、密を避けられないことから中止となったが、他種目にお
いては、剣道女子団体優勝をはじめ、野球、剣道男子、ソフトボー
ルが準優勝を果たした。他、各競技で個人戦でも優勝をはじめ多
くの上位入賞者をだした。この活躍は、前日の激励会にあると言っても過言ではない。今年度は野球会場で
の吹奏楽部による応援演奏が禁止。そのため、吹奏楽部は激励会の中で、演奏するはずだった野球部の選手一
人ひとりのテーマ曲を演奏。選手は自分のテーマ曲に合わせて、自然と吹奏楽部の前に出始めた。全校での
拍手。演奏はそれで終わらない。野球部に続いて、各部への演奏が始まった。各部にちなんだ曲で盛り上げ
る。しかも、各部活動の３年生の名前が書かれた横断幕が準備されていたのである。まさに、吹奏楽部として
今何ができるのかを考えて行動した結果だった。非常に心のこもった温かい激励会となった。このような教
育活動ができているのも、保護者や地域の協力があってこそだ。本校の目指す生徒像は「聞ける生徒・語れる
生徒・動ける生徒」である。まさに生徒たち自らが、コロナを逆手にとってポジティブ＆フレキシブルに成長
を見せた瞬間だった。今、黒松の林の丘には、日々成長を見せる若者たちが集っている。

黒松の林の丘で～positive(前向きに)＆flexible（柔軟に）～

今年の 生徒会テーマは「革
く
明
め
」
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１．軽自動車税について
毎年４月１日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に
課税されます。
これらの車輌を取得したとき、所有者が死亡、転出したとき、車輌を譲渡、処分、紛失したときなどは届出
が必要です。
届出のない場合や届出が大幅に遅れた場合などには、引き続き軽自動車税が課税される可能性があります。
詳細は下記の手続き窓口へお問い合わせください。



１．今月の納期について
今月の納期については、下記のとおりとなっておりますので、納め忘れには注意しましょう。

・町県民税（第３期） ・国民健康保険税（第４期）
納期限 令和２年１１月２日(月)

（令和２年１０月３１日(土)が閉庁日のため）

※ 納期過ぎ納付が遅延滞金が加算さ場が延滞金割納期内納
付さ方公性保法

車 種 手続き窓口

原動機付自転車（125cc以下のバイク）
小型特殊自動車

役場 税務保険課
☎０１７５－３７－２５１８

軽自動車（三輪・四輪） 全国軽自動車協会連合会青森事務所（青森市大字浜田字豊田129-13）
☎０１７－７３９－０４４１

軽二輪（126cc～250cc以下のバイク）
二輪の小型自動車（251cc以上のバイク）

東北運輸局青森運輸支局（青森市大字浜田字豊田139-13）
☎０１７－７３９－１５０１

１ 保険料が年金から天引き（特別徴収）されている方へ
天引きされる保険料額は月によって変動します。
４月・６月・８月…年金振込時に前年度２月と同額を天引き(仮徴収)
10月・12月・２月…残りの保険料額を分割して天引き(本徴収)
また、前年度よりも保険料額が増えた方は10月から天引き額が増えます。
※天引きされる保険料額は、７月にお送りした保険料額決定通知書でご確認ください。

２ お薬代の負担軽減について
ジェネリック医薬品に切り替えるとお薬代が安くなる可能性がある方へ、「お薬代負担軽減のご案内」を送
付（10月末予定）し、どのくらい安くなるかお知らせします。ジェネリック医薬品への切り替えを希望する方
は、医師や薬剤師にご相談ください。

⬘ 税務保険課 ☎０１７５－３７－２５１８（直通）
青森県後期高齢者医療広域連合 ☎０１７－７２１－３８２１



法人県民税、事業税及び特別税の税率が、令和元年10月１日以後に開始する事業年度分から変わります。
詳しくは、青森県庁ホームページ「平成31年度地方法人課税の改正について」をご覧ください。

⬘ 下北地域県民局県税部課税課 ☎２２－８５８１ 内線２０８
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行政行政のお行政行政のお
－10月19日(月)から25日(日)は『行政相談週間』－

大間町の皆さんが毎日の暮らしの中で、役所が行う仕事に関する苦情や意見・要望があった時に、身近
な相談相手となるのは、行政相談員（総務大臣が委嘱）です。
道路・河川、年金、医療保険、老人福祉、登記、労働基準、雇用保険、自動車検査・登録、窓口サービ
スなどについて、お気軽にご相談下さい。相談は無料で、相談者の秘密は厳守します。
【特設行政相談所】開設
■日 時：10月８日(木) 午前10時～午後３時
■場 所：大間町役場 １階 中会議室
■相談担当：行政相談員 南 喜治（総務大臣が委嘱）
■問合せ先：大間町役場 企画経営課 ☎０１７５－３７－２５０４

青森行政監視行政相談センター ☎０５７０－０９０１１０
〒030-0801 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

「のお事」「のお事」
青森県看護協会ナースセンターでは無料職業紹介事業として看護職の相談員がハローワークむつに
出向いて、看護職の皆様のお仕事探しをサポートしています。お気軽にお越しください。
■開催日：10/14(水)・11/11(水)・12/9(水)・Ｒ３年１/13(水)・２/10(水)・３/10(水)
■時 間：13時から16時まで随時受付
■場 所：ハローワークむつ
＊青森県ナースセンター(青森市)では月曜日から金曜日の９時～16時まで、
来所・電話・メール等で随時、相談を受け付けています。どうぞご利用ください。
⬘ 公益社団法人青森県看護協会 青森県ナースセンター
〒030-0822 青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ３階
☎０１７－７２３－４５８０ FAX０１７－７３５－３８３６
メールアドレス : aomori@nurse-center.net

会に会に
個々の労働者と事業者との間に生じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラなど）に

ついて、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、電話相談にて実施することがあります。ご相談の際は予

め、下記問い合わせに電話をするか、県ホームページ等により御確認ください。
【日時及び開催場所】

【対 象 者】県内の労働者、事業主
【相 談 員】青森県労働委員会委員

（青森県労働委員会とは…青森県の行政機関の一つ。労働問題について専門的知識を持つ、
公益委員（弁護士等）、労働者委員（労働組合役員等）、使用者委員（会社経営者等）で構成
されており、中立・公正な立場で労働問題を解決する。）

【費 用】無料
【利用方法】随時受付（事前予約優先）
⬘ 青森県労働委員会事務局 ☎０１７－７３４－９８３２／FAX０１７－７３４－８３１１
労働相談ダイヤル ☎０１２０－６１０－７８２
URL（http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html）

開催日 時 間 場 所
１０月 ６日(火) １３時３０分～１５時３０分 青森県労働委員会
１０月１１日(日)

１０時３０分～１２時３０分
青森県労働委員会（青森市）
弘前文化センター（弘前市）
ユートリー（八戸市）

１０月１８日(日)
１０月２５日(日)
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l(ー)の()l(ー)の()
多くの外国人にとって、日本語を使うのは難しいことです。日本人は、外国人が不自然な文法や

発音で日本語を話したらすぐ間違いが分かるのでしょうか。私にとって一番の難しさは、状況によ
る丁寧さの違いです。他の言語は敬語がありません。私達外国人は、文法的に合っているメッセー
ジを話しても、礼儀正しくないことが多いと思います。日本人はそんな日本語が間違いなのか、分
からないときもあります。私の同僚と友人は、私が丁寧さを省いて日本語を話すことを知っていま
すが、私が勘違いされたケースを２つ紹介します。

アメリカの日本語の授業では、一番最初に「ですます形」の表現を教わります。日本語でですま
す形の質問は最後の「か」以外、全く同じ文です。（例えば：「大丈夫ですか。」に対しての返事は「大
丈夫です。」） 多くの外国人は文末の「か」は「？」と同じように疑問の意味だと思い、どんな質問
でも文末に「か」をつける人が多いのです。ある日、私は友人に「週末どこに行ったか」と聞きまし
た。その友人は私を怒りました。私は後で、文末の「か」は時には人を問い詰めるイメージがある
ことがわかりました。

また、アメリカの日本語の授業でくだけた「うん」と「ううん」も学びました。しかし、英語は伸
ばす「うう」の音がありませんから、私は「うん」と「ううん」の違いを聞き取れず、発音もできま
せんでした。勘違いされないように、「はい」と「いいえ」だけ使いました。英語では"Yes"と"No"は
どの場面で使っても大丈夫なので、日本語の「はい」と「いいえ」は全く同じだと思っていました。
ある日、友人がこう言いました。「ポール、敬語を使わないで。隔たりになるよ。」私は「はい」と
「いいえ」はそんなに丁寧な言葉だと知らなかったので、友人の意見を聞いて、「ポールはいつも丁
寧に話す人」だと感じていた人が多かったのだとわかりました。

先月号で、「異文化をまるごと他言語に移し替えることは出来ない」と述べました。外国人は言い
たいことを日本語にしたら、翻訳と同じように何かが失われる可能性が高いです。外国人の話す礼
儀正しくない日本語を聞いた時もすぐにそれを誤解せず、日本語の難しい使い分けを考慮してほし
いと思います。

のの(ー)きのの(ー)き
■夢アイデア現向けチャレンジ方
町内に拠点を置く、個人・団体等の皆様が、「FAAVO（ファーボ）しもきた」に企画を掲載して

支援を呼びかけることで、企画に対する資金調達を行うことができます。
■支援方
株式会社キャンプファイヤーに利用者登録をすることで、FAAVOに掲載されているお気に入り

の企画を支援することができます。
■企画流
①関係書類を役場、企画経営課へ提出します。（関係書類：町ホームページからダウンロードで
きます）

②役場担当者と一緒にプロジェクトを練り上げます。
③「ＦＡＡＶＯしもきた」のウェブページにプロジェクトを掲載します。
④プロジェクトを閲覧した方々から支援の申込みがあります。

そ他
■FAAVOは、「購入型」と呼ばれるクラウドファンディングで、支援に対してのリターン品（お礼
の品）をお送りします。企画にあったお礼の品を準備し、責任をもって支援者へお送りするこ
とになります。

■資金調達方式が２種類から選べます。詳しくは、むつ市または大間町のホームページをご覧く
ださい。

■起案者向けガイドや申込書などの関係書類は、企画経営課で配布します。
不明なところ等がございましたら、気軽に下記までお問い合わせください。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）
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にるのに（事）にるのに（事）
相談支援事業とは、障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に

応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行
います。
■日 時：令和２年10月21日(水) 午後１時～午後２時
■場 所：大間町役場１階 小会議室１
むつ市障害者相談事業所の相談員の方々が相談や助言を行います。身近にある些細なことでもお気軽

にご相談ください。なお、お出でいただく時は、事前に下記へご連絡くださるようお願いいたします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

保センター ☎３７－４３３４
■営業時間 午前８時～午後９時

老センター ☎３７－２４１１
■営業時間 午前９時～午後８時
■今月の休館日
10月６日、13日、20日、27日(毎週火曜日)
＊各施設の指定された駐車場に駐車してください。

  生 生
【応募資格】18歳以上33歳未満の者
※詳細についてはホームページまたは下記事務所に
お問い合わせください。

【受 付】年間を通して実施しております。
⬘ 自衛隊青森地方協力本部 むつ地域事務所
☎０１７５－２２－７４８４
ホームページ https://www.mod.go.jp

青森地本 検 索

等「」生の等「」生の
■訓練内容 パソコンの取扱い、Word、Excel、経理業務、財務諸表に関する知識・技能の習得
■募集人員 15名
■募集期間 令和２年10月12日(月)～11月６日(金)まで
■訓練期間 令和２年11月25日(水)～令和３年２月24日(水)
■受講資格 公共職業安定所に求職申込を行っている方。

離職者等で職業に必要な技能及び知識を取得しようとする方。
■応募手続 受講申込書に必要事項を記入し、最寄りの公共職業安定所に提出してください。
■訓練場所 青森アカウンティングスクール（むつ市金谷）
■受 講 料 無料 （ただし、テキスト代等は自己負担）

（テキスト代・災害保険加入費・資格試験検定料 合計 36,000円程度）
※当該訓練は、訓練希望者の応募状況等により実施されないこともありますので、あらかじめご了承く
ださい。
⬘ 青森県立むつ市高等技術専門校 担当 幸山・浜田
むつ市文京町31-1 ☎０１７５－２４－１２３４

度に度に
さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。里親制度は、そんな子どもたちを深

い愛情と正しい理解を持った家庭の中で養育するものです。里親になるには登録が必要です。
●登録のステップ
里親のための説明理解⇒基礎研修・登録前研修⇒登録申請⇒県審査会を経て登録認定

●里親には迎え入れる子どもの養育費として、里親手当、生活費、学校教育費、子どもの医療費などが支
給されます。

●里親制度に関心のある方は青森県むつ児童相談所にお問い合わせ下さい。
⬘ 〒035-0073 むつ市中央１丁目3-33
青森県むつ児童相談所 担当 杉浦
☎０１７５－２３－５９７５ ＦＡＸ ０１７５－２３－５９８２
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新型コロナウイルス感染症対策の一環
として、10月１日より役場庁舎正面玄関
にサーマルカメラを設置しました。サー
マルカメラとは、熱を探知するカメラの
ことで、体温が高いと
思われる方が近くを通
るとアラームでお知ら
せします。
アラームが鳴った際に

は、職員が体温測定等を
行いますのでご協力くだ
さるようお願いします。
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発行： 編集：企画経営課
〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4

☎(0175)37-2111
HPアドレス https://www. town. ooma. lg. jp

印刷所：協同印刷工業株式会社

令和２年８月末現在( )前月比
のの

人 口 男 女 世 帯 数

総数 5,149(－ 5） 2,641(－ 2） 2,508(－ 3） 2,516(＋ 3）

大間 4,042(－ 2） 2,091(－ 1） 1,951(－ 1） 1,983(＋ 4）

奥戸 959(－ 3） 468(－ 1） 491(－ 2） 458(－ 1）

材木 148(± 0） 82(± 0） 66(± 0） 75(± 0）

個人のプライバシーを尊重し、届出の際に掲
載の意思を確認させていただいております。

８月届出分８月届出分

近江 静江さん 83歳（字大間平）
熊谷 忠彥さん 60歳（字下手道）
古川 千枝さん 84歳（字割石）
傳法 藤夫さん 76歳（字冷水）
赤田 はるさん 100歳（字向町）
長平 一文さん 66歳（字根田内）

＝願＝
新聞へのお悔やみ情報の掲載を希望する方
は、届出の際に係に申し出て下さい。

菊池 應介
おうすけ

くん(海斗さん）
熊谷 詠大

えいた

くん(諭さん）
泉 蒼大

あおと

くん(健志さん）

知里
ち さ と

ちゃん(11ヵ月）

保護者：髙橋孝彦さん、和佳奈さん（大間平)

元気モリモリな娘っ子！

知識をいっぺぇ吸収して、ふる里のごっとも

大事にするんだえー!!
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